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厚生・文教常任委員会（令和元年12月６日） 

◎委員長（大野慎治君） おはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから厚生・文教常任委員会を開催します。 

 当委員会に付託された案件は、議案２件、請願１件、陳情３件であります。

これらの案件を逐次議題といたします。 

 審査に入る前に、当局から挨拶の申し出がありますので、許可します。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） おはようございます。 

 本日の厚生・文教常任委員会には、２つの議案等をお願いしておりますが、

よろしくお願いします。 

 今度のあす、あさってにつきましては、冬の鍋フェスですとか、社協主催

の夢コンサート、それから私どものスポーツ講演会もありますので、ぜひお

出かけいただきたいと思います。ただ、インフルエンザがやはり流行してお

りまして、今週も市内の小学校５校で一、二クラスが学級閉鎖というような

状況になっていますので、どうぞお気をつけてお出かけいただきたいと思い

ます。 

 せっかくの機会をいただきましたので、冬のスポーツが本格的なシーズン

になっていまして、あす、愛知駅伝が開催されまして、私ども岩倉市の選手

も出場していただきます。オリンピックの代表に決まった鈴木亜由子さんが、

第１回で中学生のときに区間賞をとったというようなことで、彼女は何回か

高校のときも社会人も区間賞をとったとか、そういった大会になってきてい

ますし、今回は神野大地さんも出場いただけるというような大会になってい

ますので、またテレビ等で応援していただければと思います。副議長にも現

場で応援していただくということで、どうぞよろしくお願いします。 

 また、サッカーの愛工大名電が、今回愛知県の代表として全国大会に出場

することになったんですけれども、そこのキャプテン、鈴木君が岩倉市在住

ということで、来週表敬訪問に来ていただきますけど、ＦＣフォルテ、南部

中学校の出身の選手がキャプテンとして全国大会に出かけていきますので、

ぜひ応援していきたいなあというふうに思います。 

 ちょっと余分な話もしましたが、きょうはグループ長も出席しております

ので、丁寧にお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

◎委員長（大野慎治君） ありがとうございました。 

 それでは審査に入ります。 

 初めに、議案第84号「岩倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
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する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（井上真砂美君） 放課後児童支援員の研修についてお尋ねしたいと

思います。 

 今まで、旧のほうなんですが、都道府県知事が行う研修というのがあった

と思うんですが、研修内容を、児童心理学とかいろいろあると思うんですが、

わかる範囲で教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎子育て支援課統括主査（林 高行君） 放課後児童支援員にかかわる認定

資格の研修としまして、これから新しく始まる指定都市の分も、県の分も、

基本的には同じ内容になってくると思われます。 

 その中で、研修の中身としましては、16科目、24時間のカリキュラムが含

まれていまして、放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブの理解に関す

ることですとか、子どもを理解するための基礎知識として、児童期の生活と

発達に関することですとか、子どもの発達に関する理解ですとか、放課後児

童クラブにおける子どもの育成支援、放課後児童クラブにおける保護者、学

校、地域との連携・協力に関すること、放課後児童クラブの安全・安心への

対応、放課後児童支援員として求められる役割というようなことが科目とし

て上がっていますので、そちらを研修で学んでいるところになります。以上

です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（井上真砂美君） 放課後児童支援員というのは、夏季休業中やら冬

季休業中、夏休み、冬休みのときには、クラブのほうに参加する子どもの数

がふえる関係で、支援員の数も何人かはふえると思うんですけれども、その

方たちの研修というのはどのようになっているか教えてください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 基本的に短期で

働いていただける方について、じゃあその支援員の資格を取れるかどうかと

いうところに関しては、もともとその１カ月しかお勤めいただかないとかが

ございますので、直接その方々がということには今のところはまだなってお

りませんが、現状、支援員といたしまして、支援員の前に、全体で今臨時で

働いている方も含めて、64名で正規も含めてやっている中で、今現在有資格

者が今年度取得も含めて40人います。１支援当たり２人以上というところで

すので、今、市としては10単位ございますので20人が最低のところで、現状
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で今、倍の人数は市のほうは確保しておるところです。夏休みに仮に２校、

３校、２カ所ふえたとしても、数としては充足しておる中の、そちらの支援

員が入るという形になりますので、よろしくお願いをいたします。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 直接この条例の一部改正に関係ないんですが、

関連して、今お答えいただいた臨時の人も含めて64名という中で、正規職員

と臨時、パート職員の割合について教えていただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 正規職員といた

しましては、１人今本庁に勤務しておりますが、それも含めて10名というと

ころでございます。 

◎副委員長（桝谷規子君） 本庁の10人ということでは、放課後児童クラブ

に直接かかわって仕事をされている正規職員は９人ということになるんです

よね。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） そうです、はい。 

◎副委員長（桝谷規子君） 岩倉の場合、児童館学童保育から始まり、放課

後児童クラブが今、学校のほうに放課後児童クラブが建設、また校内の改修

とかで新たにできて、東小学校、五条川小学校、南小学校というふうにある

んですが、まだこの２番目の専用区画の面積、支援員の単位を構成する児童

数に関する規定がまだ適用しないということで、５年間延長するという今回

の一部改正になっているわけですが、現在その満たしていない北小学校区の

第２児童館、曽野小学校区の第３、第７児童館については、１人当たりの面

積がどれだけ不足しているという状況でしょうか。というか、入所希望の人

たちをほとんど受け入れているという形になっていると思うんですが、現状

を含めてお聞かせいただきたいと思います。 

◎子育て支援課統括主査（林 高行君） 御質問にいただきました基準が超

えているところというところで、第２児童館、第３児童館、第７児童館なん

ですが、当初の通年の登録人数で１人当たりの延べ床面積を割り返すと、第

２児童館が１人当たりの床面積が1.4平米、第３児童館が1.37平米、第７児

童館が0.91平米となっています。 

 ただ、これは登録の人数になりますので、実際に通ってこられる子たちと

いうのは、全員通ってくるわけではないというところで、およそ７割ぐらい

の子どもたちが毎日大体通ってくるよというところであれば、少し登録の人

数でいくと厳しい状況ではあるんですが、実際にはそれほど超えていないと

いうような状況になっています。以上です。 

◎副委員長（桝谷規子君） それほど超えていないという中で、希望する児
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童を、受け入れ体制を十分にしたいというところで、登録人数を全て受け入

れるという方向にしていらっしゃると思うんですが、そのそれほどというの

が、習い事だとか、途中で帰られるとか、親が休みでとか、実際来ていない、

おおよそ７割とおっしゃいましたけれど、そこでの１人延べ床面積というの

はわかりますか。実情での延べ床面積。 

◎子育て支援課統括主査（林 高行君） 先ほどの延べ床面積を７割で計算

し直した場合は、第２児童館が１人当たりの延べ床面積が2.0、第３児童館

が1.95、第７児童館が1.30になりますので、第２児童館と第３児童館に関し

ては、基準である１人当たり1.65平米をクリアしているというような状況に

なっています。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（大野慎治君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を省略し、討論も省略し、直ちに採決に入ります。 

 議案第84号「岩倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（大野慎治君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第84号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第94号「岩倉市生涯学習センターの指定管理者の指定につい

て」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） お手元に新たな資料がありますので。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 本会議の際に、詳しい評価結果を

提示してほしいというところでしたので、用意をさせていただきました。 

 こちらがホームページ上には評価結果として合計得点といいますか、配点

項目及び基準表で見ていただく丸数字のところの平均点のみ公表しておりま

すが、これがその詳細の内訳のものになります。 

 この配点項目選定基準については、応募要領のところでも既に公表してい

るものですので、各提案者は、この項目に沿って計画書がつくられてきてい

るものがほとんどでして、それに対する審査員が評価した点数がこちらのも

のでございまして、６人の平均点でございます。各配点が、５点とか３点等

がございまして、一番下のところにどういった基準で採点をするかというも
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のが示してございます。どちらも２が標準、５点の場合は３が標準というこ

とで採点をしておりますので、どの項目についても標準以下というものはな

かったというふうに考えます。 

 その中で、一番左にあります来未ｉｗａｋｕｒａのところが講座の質・量

といったところ、２のアですとかといったところの評点が高かったというこ

とでございます。 

 Ａ、Ｂについては２社は公表しないということにしておりますので、Ａ、

Ｂという表示になっていますが、詳細な結果についてはこの表で見ていただ

いたとおりかと思います。よろしくお願いします。 

◎委員長（大野慎治君） ありがとうございました。 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君） ちょっとお聞き苦しいかと思いますが、御容赦願い

たいと思います。 

 本会議における議案質疑の中で、総括表の資料は御提示はいただいては…

…。ホームページのほうで公開はされてはいるんですが、かつて選定委員会

の中の、部長で構成されておりますが、その各部長の評点ですね、そういっ

たものもかつて資料として出されたと、そういった記憶が私にはございます。

そのときは、誰が評点したのかというところは黒塗りという形で、選定委員

さん個々の評点が出たと。それについて、本会議の答弁では確認をすると、

そういった答弁であったかと思いますが、その点について確認はされました

でしょうか。 

◎委員長（大野慎治君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 済みません、確認はしました。過

去に出たものがこれの形ですので、同じ状況。それと総合体育文化センター

でしたので、２年ほど前かと思います。それ以前のものは、このホームペー

ジの公開の仕方もまちまちであったところでありまして、それもそろえよう

というような形で、公開の基準といいますか、同じような形で公表しており

まして、以前に情報公開か何かで見たときに、委員の名前だけが公開であと

は全部黒塗りというのは確認できましたけれども、その点数を公開したとい

うのはちょっと確認はとれなかったというふうに思います。 

◎委員（黒川 武君） 私も記憶が余り鮮明でないところで、余りこれ以上

申し上げても有意義ではないだろうなあと思うんですが、なぜ部長職にある
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個々の方々の評価を求めるのかというのは、きのうも部設置条例の一部改正

の中でいろいろ議論された形の中で、それぞれの各部長さんは所管する分野

の専門なんですよね。一番よくわかってみえる方なんです。そういった多様

性のある部長さんがいろんな観点から物事を見ることによって、私はよりよ

い施策として形成するのではないだろうかなあ。 

 私たちは、どの部長さんだというところは聞きません。恐らくそれぞれの

見方によって、評定のばらつきがやっぱり出てくるだろうと思うんです。そ

ういうところを我々はきちっとつかみながら、審査をさせていただきたいと。

そういう思いから、本会議において質疑された議員も私も、やはり資料とし

て出させていただくことが適正ではないだろうかなあと、そういうことで、

ものを申しているわけです。 

 ただ、今、部長答弁では、２年前、総合体育文化センターの指定管理のと

きと同じ資料だというところで、資料提示をいただきました。この点だけで

もやむを得ないのかなあと思いつつも、先ほど私が申し上げた、各部長さん

がそれぞれ所管する多様性の視点から判断した資料もあわせて議会のほうに

提出をいただければなあということで、これはまた今後ともあることですの

で、要望はさせていただきたいと思います。 

 それで、本日提出されました選定結果の表の細かい部類のところで、ぱっ

と目を通しただけで、なかなかすぐここはというところはございません。た

だ、その中で、少しざあっと見た中でも、例えば⑦の収支計画ですよね。そ

うすると、今回の指定管理になる団体も含めて３団体とも6.50で、内訳も

2.17ということで、みんな数字がそろっておるわけなんですね。これなどを

見ていても、少しやっぱり違和感を感じるところなんです。３点評価の中で

のことですので、偶然の一致もあり得るのかなあと思いつつも、余りにも数

字がそろい過ぎているということで、実際その評価される過程の中で、この

ことについて何か議論されたことはございますか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ３点のところは特に、見ていただ

くように２が標準でありまして、３がすぐれるというような評定になってお

りますので、ここで差がつくのが１点ですので、平均すると偶然に一致した

というところでございます。 

 収支計画あたりは、特に入の問題は指定管理料だけになるものですから、

なかなか標準、すぐれているというところは判断しにくいんですけれども、

例えば光熱水費の使い方の問題で努力がされているというふうに委員が判断

すると、すぐれるという点数をつける場合もありますし、それは通常の範囲

であろうということであれば標準というふうにつけてしまうものですから、
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それを委員ごとで話し合って調整するわけではないものですので、その差は

出てくるのかなあ。ここは、細かな資料を見るとたまたま一致をしておりま

すということだと。 

◎委員（黒川 武君） たまたま一致したと、まあそういうこともあるのか

なあとは思うんですが、それで少し、何点かお尋ねをさせていただきたいと

思います。 

 ホームページで公開されている選定結果について、その中の一番、５のと

ころに評価結果が出て、今回の資料はその評価結果のさらに細分化したもの

であるだろうということなんです。その最後の５行が総括的な評価なのかな

あと思うんですね。これを見ておると、３点ほど評価した事項としてありま

して、一つは管理運営に当たって地域や関係団体との連携、生涯学習講座の

企画運営における市民との協働、３つ目が地域の人的資源の活用と、この３

点の提案があったということで、提案された内容が、現実的かつ効果的であ

ることが特に評価されましたといった結びの言葉になっておりますので、そ

こでやっぱりお聞きさせていただきたいのは、現実的かつ効果的と、そうい

った高い評価をするのであれば、今後どのような展開をされていくのか、そ

の内容について具体的に御説明をお願いしたいと思います。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） なかなか、落選しちゃったところ

もあるので考えながら発言しますけれども、やはり地域関係団体というのは、

生涯学習を進めていく上、それから講座についても、地域のニーズを受けて

いただいて講座を構成していただくというのが必要なこと、生涯学習センタ

ーにとってとても大事なことだというふうに思います。 

 来未ｉｗａｋｕｒａさんについては、実績の部分もありますけれども、地

元に密着した事業を展開できているということと、あと市民の方が講師にな

る講座なども実施をしておりまして、そういったことが効果的だったという

ような、各委員さんが評価したというところだと思います。 

 他団体につきましては、官の運営実績等々もある業者ではございましたけ

れども、講座の部分については、それを主にやっているような施設での実績

が少し乏しかったのかなあと、一般的な講座の例示は示してありましたが、

それをどう展開していくのかなあというのは、まだまだ疑問が残るというこ

とで、評価としては残念ながら少なくなってしまったのかなあというような

ことだと思います。 

 今後、これから来年度以降の評定も進めてまいりますので、そういった中

ではますます調整をしながら、やっぱり地元との展開、他施設との協働の事

業展開をしてほしい、それから生涯学習サークルとの連携を含めていってい
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ただくことも仕様を調整する中でお話を進めていきたいと思います。 

 今協定しようとする団体は現行の団体でありますので、現在の指定管理の

運営状況も勘案しながら、新たな展開もお互いに示していけるように協定を

結んでいきたいというふうに考えます。 

◎委員（黒川 武君） 今後の展開に期待もしたいところであると同時に、

議会としても、そこのところはしっかりやっぱり見ていく必要があるだろう

なあと思います。 

 それで、指定管理者の収入源についてお聞きをいたします。 

 指定管理料として令和２年度から５年間、約２億2,650万8,000円ですか、

これはもう既に平成31年度当初予算の中で議決させていただいたと、こうい

ったものが市から支出される指定管理料になるわけですが、そのほかに自主

事業の収入というのがあるだろうと思います。 

 それで、例えば平成30年度の実績でその点がどうなっているのか、その辺

はまだまだ明らかにされてはおりませんですが、平成30年度において自主事

業で行った講座等について、その収入支出の関係はどういった状況にあるの

か、おわかりでしたら御説明お願いしたいと思います。 

◎委員長（大野慎治君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼生涯学習センター長（竹井鉄次

君） 平成30年度の収益の総額という意味では、28万500円ということで報

告を受けております。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） 他に質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君） 今のに関連して、平成30年度のいわゆる学びの郷で

の講座における収入が28万500円ということですが、支出の点はどうですか。

細かくつかんでいないんでしたら、赤字になったのか黒字になったのか、利

益が多少は出たのか、その程度で構いませんですが、おわかりでしたらお答

え願いたいと思います。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼生涯学習センター長（竹井鉄次

君） 予算額としては、もともと33万程度を見込んでおられたということで

すので、決算額としては33万を下回ったというようなことがあります。 

 その他経費も、もろもろが積み重なった上でのお話でいきますと少しマイ

ナスというか、赤字の部分が出ているという、単年度決算ではそんなような

形になっております。 

◎委員（黒川 武君） ちょっと質疑が続いて申しわけございませんですが、
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私は別にＮＰＯ法人として行う自主事業について、もうけてもらってもええ

と思っておるんですよ。収益性をどんどん高めていただいて、大切なことは

その収益をまた事業のほうに投資をしていくということなの。それによって

市民活動そのものをもっと活性化させていくと同時に、やっぱり市民活動に

多くの市民の方に来ていただくと、そのためにはやっぱり魅力ある講座かど

うかというのが大変大切だろうと思う。 

 これも平成30年度の主要施策の報告の中で少しものを言わせていただきま

すと、平成30年度で学びの郷で行われた事業というのは、前期は５つの事業

があるんですね。定員に対する申込者、受講者ですよね、といういわゆる受

講者割合で捉えると、前期が５つの事業で94.1％といって、大変高い事業。

まさに市が行う講座に匹敵するぐらいの高い受講割合であったわけです。と

ころが後期になると、後期は６つの事業を行っているんですが、受講者割合

が68.6％ということで、がたっと下がってしまうんですよね。ここのところ

は、やはり学びの郷の自主講座で行ったものが、余り市民に評判がよくなか

ったのかなあ、その辺はよくわかりませんですけど、そういったところにつ

いても、いわゆる来未が行う学びの郷の自主講座というものについても、市

からやっぱり何らかの形で市に対しての相談があるのか、あるいは市のほう

も、来未が行う自主講座について何かアドバイスをしていくのか、そういっ

たことというのは日常的には行っているものですか。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼生涯学習センター長（竹井鉄次

君） 学びの郷については、基本、もう来未さんの自主事業ということです

ので、前もって私どものほうから意見を申し上げるということはありません。 

 しかしながら、今、黒川委員おっしゃられたように、結果については私ど

もも報告を受けておりますので、どの点に問題があったか、例えば昨年30年

度に学びの郷について割合が低かったものを見ますと、費用が結構かかるも

のについては、やはり皆さんちょっと受講が少なかったというような結果も

出ておりましたので、そのあたりを加味した上で、今後の学びの郷について

は考えていく必要があるのではないかというような意見をさせていただいた

ということはあります。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（関戸郁文君） 本会議でも質疑があったと思うんですが、利用者の

意見の反映のところでございます。当然６人の委員の方は、利用者の意見を

反映させて採点をするとは思うんですが、どのように、その利用者の意見を

酌んで、方法ですね、どのような意見があって、その意見を反映させて採点

をしたとは思うんですが、その辺のところをちょっとお尋ねいたします。 
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◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼生涯学習センター長（竹井鉄次

君） まず、利用者の方の御意見を吸い上げるために、私どもは生涯学習セ

ンター運営協議会を持っておりまして、そちらのほうで利用者さんの御意見

をお伺いします。また、指定管理者が独自に持っております利用者会議もあ

ります。そちらのほうで指定管理者が独自に聴取した意見というのも私ども

のほうに届いております。それとまた別に、指定管理者が独自でアンケート

というのもやっております。生涯学習センター内でやり、駅の地下でやり、

市役所のあたりでやりというような形で、かなり多くの方からの意見を吸い

上げをさせていただいております。 

 そのような意見に基づいて、仕様書等にはそういった御意見を盛り込みな

がらつくらせていただいて、利用者の方の意見を反映させていただいておる

という形をとらせていただいております。 

 特にこの指定管理者がとったアンケートによりますと、生涯学習センター

の運営等について、満足、やや満足といった割合を合わせますと88％という

結果も出てはおりましたので、そういったことを踏まえながら、意見を踏ま

え、仕様書をつくったというような形で反映をさせていただいております。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「委員外発言をお願いします」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 済みません、委員の皆さんにお諮りします。 

 委員外発言の申し出がございましたが……。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 委員の皆様、お認めになりますか、委員外発言を。 

◎委員（黒川 武君） どういう内容。 

〔「本会議で資料要求したのは私なのでそのこと……。」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（黒川 武君） 先ほど私が聞いたのと同じことでしたら、それは控

えていただきたいなと思いますが。観点が違うのであれば、それはどうなん

でしょうか、認めてもいいかと思いますが。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） ちょっと、暫時休憩します。 

 内容を伝えてください。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ、再開します。 

 大変申しわけございません。再度お諮りします。 

 委員外発言の申し出がございましたが、一度だけということで、委員外発

言をお認めいただけますでしょうか。御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認め、委員外発言を認めます。 

 堀議員から委員外発言の申し出がございましたので、それでは堀議員。 

◎委員外議員（堀  巌君） それでは委員長のお許しを得て、委員外発言

をさせていただきます。 

 私が資料要求したのは、評定についての各委員の評点がどのようかという、

そういう資料を要求したわけですけれども、出てきたのが平均点の１枚のみ

ということでした。 

 先ほどの部長答弁では、過去そういうことが出ていない、それが確認がと

れないからという答弁でしたけれども、趣旨は黒川委員が言ったようなこと

であって、この評定については最高点と最低点を除外して平均を出すという

ことで記憶しているんですけれども、そのことがばらつきを、さっき黒川委

員が言ったように専門的な視点でばらつきがどのようになっているかという

ことを見て、審議をしたいという意思で資料を要求したわけですけれども、

その点について、過去はどうでもいいというか、今回出せないのか出さない

のか、何を根拠を持って私の資料要求についてそういう対応をされたのかと

いうことについて、もう一度答弁をお願いしたいというふうに思います。以

上です。 

◎委員長（大野慎治君） 済みません、委員長から一言申し上げます。 

 委員長は事前に御協議させていただいた結果、過去も調査していただいて

出たことはないということでございましたので、この今の資料を配付という

ことで、私としては認めさせていただきました。 

 多分、それ以上でもそれ以下でもございませんが、当局、補足説明がござ

いましたら、補足説明していただけますか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 候補者の選定については、平均点

で決めているわけではなくて、合計得点の上位のもので決めております。配

点が100点になっているんですけれども、高かったもので決めるに至ってい

ます。 

 最低を切るという場合は、今回劣るといったものが、２点とか１点を切る

というような公表になってしまうと、それを示したこの公表のものがそれと

違ったものになってきてしまうのかなあというふうに思います。決めるとき

は合計点で決めています。 

 選定結果につきましては、当然委員会に提出するものですので、委員長と

相談の上、このもので提出をさせていただきました。以上です。 

◎委員外議員（堀  巌君） ちょっと質問……。委員長と相談したのはい
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いんですけれども、基本的にその公表資料というのは出せないのか出さない

のか、出さないという判断は委員長と協議したわけですけれども、本来、例

えば議員個々で資料要求した場合は出てくると、そういうことでよろしいで

すか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 情報公開のものも見ましたけれど

も、委員の名前は出ていましたけど、個人の点数は公表していません。全て

黒塗りで出しております。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに。 

◎副委員長（桝谷規子君） 本会議でも評価項目の③の施設運営についてと

いうところで、来未よりもＡ、Ｂ団体の点数が高いというところがどういっ

たものか質問があったところですが、今回の資料の中で、その施設運営が

ア・イ・ウ・エの４項目があって、やはり来未よりも高いところがＡ、Ｂ団

体があるんですが、この３の施設運営は、配点が５点ではなく３点になって

いるというところなんですよね。 

 配点が最高５点にする項目と、３点にする項目があるんですが、その割合

をどういう基準で決められたのか、もちろん２の事業計画などが非常に重い

内容での選定の仕方で基準を考えていらっしゃるとか、そういった点もある

んでしょうけれど、施設運営が本当に管理の面で適正なのかというところは

非常に大事なところだと思うんですが、どうなんでしょうか。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼生涯学習センター長（竹井鉄次

君） 施設運営についても、おっしゃるとおり重要というふうに考えており

ます。事業計画については、特に重きを置いているということになろうかと

思いますけれども、他のものについてはおよそ同じようなといいますか、同

程度の点数で配点をさせていただいているということになります。 

 こちらのほうにつきましては、実は生涯学習センターの前にやらせていた

だきました総合体育文化センターのときも、ほぼ同じような配点をさせてい

ただいておりまして、そういった意味では指定管理者を選定する上での基準

というのを均一というんですか、そういったものを図るような形をとらせて

いただいているということでございます。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 本会議で私が質問した選定委員のメンバーが部

長６人であるということで、やはり利用者団体の代表などは入れないのかと

いうところでの御答弁の中で、今回はこの市民の代表は考えていらっしゃら

なかったということで、今後というところで、ちょっと明確に最後どうだっ

たかという、今後選定委員のメンバーをどうするかということをもう一度確
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認をさせていただきたいんですが、よろしくお願いします。 

◎委員長（大野慎治君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎生涯学習課長兼総合体育文化センター長兼生涯学習センター長（竹井鉄次

君） 今後の選定に当たって、利用者の代表の方も参加していただくかどう

かについては、今後の課題として検討していきたいと思います。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（大野慎治君） ないようですので、質疑を終結します。 

 議員間討議を省略し、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（大野慎治君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第94号「岩倉市生涯学習センターの指定管理者の指定について」、賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（大野慎治君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第94号は、全員賛成により原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 暫時休憩します。続いて請願の審査でございますので、担当課以外の職員

の方、退席する場合は退席しても結構ですが、よろしいですか。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 入れかわりでよろしくお願いします。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ、再開させていただきます。 

 続いて、請願第11号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充について

の請願書」を議題といたします。 

 請願者はお越しになっていません。紹介議員の補足説明はよろしいでしょ

うか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 毎年、この愛知自治体キャラバン実行委員会の

ほうでの介護・福祉・医療・子育てなどに対する社会保障の施策拡充につい

て、たくさんの項目での要望が込められた請願になっていて、ちょっといつ

も項目が多過ぎるという御批判もあり、また岩倉市で一部実施しているとこ
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ろも、そのまま愛知県全体の要望の中で書かれて精査できていないというこ

とを大変申しわけなく思っております。 

 昨年もお願いで来ましたように、この項目についての最後に国に対する意

見書、要望書、愛知県に対する意見書、要望書というのも添付されています。

国に対しての意見、岩倉はここまでやれているけど、国がもっとやってもら

えれば岩倉の財政上助かる、岩倉市民が助かるというようなものも、県に対

しても福祉医療の問題などありますので、やはり昨年同様一部採択という形

にしていただき、国に対する意見書、県に対する意見書を上げさせてもらえ

たらと思いますのでよろしくお願いします。 

◎委員長（大野慎治君） 紹介議員の補足説明が終わりました。 

 紹介議員に対する質疑はございますでしょうか。 

◎委員（須藤智子君） 紹介議員にちょっとお尋ねします。 

 先ほど、去年は一部採択で国へ意見書、県へ意見書を上げたということで

すけど、どういった、去年意見書を上げてどういうふうになったのか、岩倉

市に影響は及んだのかどうかというのはわかりますかね。意見書を上げて、

岩倉市に影響を及ぼしたこと。 

 それに、この意見書の内容でもちょっと詳しく内容を説明してほしいんで

すよ、何も説明がなかったですから。この国に対する意見書、要望書、愛知

県に対する意見書、要望書ってありますけど、詳しく説明してください。 

◎副委員長（桝谷規子君） 国に対しての意見書（案）が６本、県に対して

の意見書（案）が２本出ておりますが、やはり今、国はどんどん団塊の世代

がふえて、医療費、介護費用、福祉費用が多過ぎるのを抑えたいというとこ

ろですが、自治体からの意見書が上がるということは、自治体からの声を聞

く姿勢を少しでも持ってもらえたらなあというところで、今75歳以上の医療

費患者負担２割引き上げを言われていますが、これ以上の患者窓口負担増の

計画中止を求める意見書を、今この時点で出すことは大きいんじゃないかな

あと思っています。 

 ２つ目に、国民健康保険の国庫負担の引き上げというところで、国民健康

保険が以前は1982年には50％も国からの補助があったのが、どんどん減って

今37％という状況です。やはりかなり国会の中でも国保の問題が大きく取り

上げられて、参考人の人たちが、自治体への保険者支援をもっとすべきとい

うことで、国の国庫負担を上げるようにという要望もある中、少しこの国保

の補助をふやしている状況も出てきているところですが、さらにというとこ

ろで、ぜひ岩倉から上げたいと思っています。特にその２つ。 

 県に対しては、福祉医療が愛知県の場合はあるんですが、この子どもの障
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害者、精神障害者、母子・父子家庭、高齢者医療を福祉医療制度で持ってい

るところを県は縮小したいという方向、かなり前はすごく強固に出していた

ところ、各自治体からのこういう声がある中で、今は福祉医療制度をより削

減をしていこうという強固なところはないようですが、４番目の後期高齢者

医療対象のひとり暮らしの非課税の高齢者の人は、愛知県は対象を外したん

ですよね。でも、岩倉市はこの対象を外すことはやらないという方針を石黒

市長のとき、市政のときにとってもらって、ずうっと引き続きその後もひと

り暮らしの非課税高齢者は無料を続けていますが、これを県にまたここを、

対象拡大というところを持っていけば、実現すれば岩倉市の持ち出しは非常

に減るし、市民にとっても非常にいいことだと思い、県に対する福祉医療制

度を守り、拡充の意見書はぜひ上げたいと思っています。 

 また、県に対しての国民健康保険ですが、国民健康保険がかつては愛知県

からも独自に市町村に補助が出ていたんですが、今は全くゼロになってしま

ったという経過で、この補助を求める意見書も上げたいと思っています。 

◎委員（黒川 武君） 委員長、整理してください。 

 だから、国と愛知県に対して意見書、要望書の提出を望んでみえるわけで

すかね。 

◎副委員長（桝谷規子君） はい。 

◎委員（黒川 武君） その項目のうちのどの項目なのかということを的確

に言っていただければ、それについて、我々は審査に入れるわけです。 

 だから、去年と同じようにするのか、去年と違ってまた違う項目を入れる

かどうなのかというのもありますし、去年上げた意見書、要望書は、じゃあ

現在どういう状況にあるのか、そういったところを御説明をいただくと、審

査も効率的かなあと思いますが、いかがでしょうか。 

◎委員長（大野慎治君） 説明できますでしょうか。 

◎副委員長（桝谷規子君） 障害者のところを言うのを忘れちゃった、済み

ません。⑥……。 

◎委員長（大野慎治君） 木村議員も紹介議員の一人でございますので、補

足説明ございますでしょうか。 

◎委員外議員（木村冬樹君） 済みません、まずその、少し要望がありまし

たこの請願は、同じような項目で岩倉市にも陳情がされておりますので、岩

倉市の回答をまずちょっとお配りしたいと思いますので、ちょっと回してい

ただいていいですかね。済みません、ごらんいただきたいと思います。 

 委員長に配らせて申しわけありませんが。 

 自治体キャラバンというのは、先ほど桝谷委員が言いましたように、歴史
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があるもので、請願項目については全県一律で出されているものであります。

以前はそれを絞り込んだ形で、岩倉市で実施しているものは外すなどの、ち

ょっと工夫もさせていただいたんですけど、ちょっと今回はそういうことが

できていなくて、大変申しわけないというふうに思っております。 

 そういった中で、市に対する要望というのはなかなか全体の、つくるのは

難しさ、財源の問題も含めてあるのかなあというふうに思っておりまして、

そういった中で、国、県に対する意見書について合意できる部分は上げてい

きたいというふうに思っています。 

 それで、今回の自治体キャラバンに関しては、昨年度と同じものについて

意見書を上げたいというふうに思っておりますので、具体的に項目で言いま

すと、国への意見書の案の２、このうちの出産手当・傷病手当の予算措置を

行うことという、これを外します。ということで、国民健康保険の国庫負担

抜本的引き上げを求める意見書という形にして、その分の趣旨の部分だとか

項目の部分を削るという形で上げていきたいなあというふうに思っておりま

す。 

 それから、６番目の障害者については、これは陳情で出た分と同じで、陳

情者が説明に来たということで、陳情を採択したという経過もありますので、

全項目について上げていきたいと。 

 それから愛知県に対しては、福祉医療の分、１のところで、２を除いて18

歳年度末まで医療費無料制度の拡大ということと、４のうちの上の部分です

ね。初めの部分、後期高齢者医療対象者のうち住民税非課税世帯の医療費負

担を無料にすることというのを外して、４としてひとり暮らしの非課税高齢

者など、後期高齢者福祉医療費給付制度の対象に拡大することということで、

昨年度と同じように上げていきたい。 

 あとはもう一個、県への意見書②というところで、これについてもちょっ

と制度の変わっている時期なもんだから、どれだけの効果があるかというの

はなかなか難しい部分はありますけど、去年と同じ分については意見書を提

出していきたいなあというふうに考えております。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） 紹介議員からの説明と、今、質疑がございました。 

 紹介議員からは、請願項目のうち、国及び愛知県に以下の趣旨の意見書、

要望書を提出してくださいということでございました。 

 国に対する要望書は昨年同様、国民健康保険の負担を抜本的に引き上げ、

払える保険料、税にするため十分な保険者に支援を行ってくださいというこ

とです。 

 ６番の障害者、障害児が24時間365日、地域で安心して生活できる「暮ら
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しの場」が選択できるよう、グループホームや入所機能を備えた地域生活支

援拠点を国の責任で整備してください。福祉人材の人手不足を解消するため

に報酬単価を大幅に引き上げてくださいということでございました。 

 ２．愛知県に対する意見書は③、精神障害者医療費助成の対象を、一般の

病気にも広げてください。また、自立支援医療（精神通院）対象者を精神障

害者医療費助成の対象としてくださいと。 

 (2)の市町村、国民健康保険への県独自の補助金を復活させてくださいと

いうことでございました。 

 多分、添付されています意見書（案）と違いまして、昨年度提出された意

見書４件と同じ内容で再度提出してください。昨年度、意見書が採択されて

いるものに対して同様の意見書、この意見書（案）とは違って、昨年度提出

された意見書（案）と同様のもので提出してくださいという御意見でござい

ました。 

 配付したほうがいいですか。昨年度意見書を出した。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） いないから配付しようかな。 

 ちょっと済みません、暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

◎委員（黒川 武君） 請願第11号につきましては、昨年も当常任委員会に

提出され、必要な項目、全員一致できたもののところについては一部採択と

いった措置をさせていただいております。 

 今回も同じようなもの、あるいは新規に追加されたもの、そういうものは

多々ございます。また、この４月に議会の改選ということで、新しく議員に

なられた方々も当委員会にはございます。 

 したがいまして、やはりこれだけのボリュームのあるものをやっぱり我々

としても慎重に審査するためには、少しやっぱりお時間が必要だろうという

ことで、私としては会期内継続審査と……。 

〔「会期内」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（黒川 武君） 会期の中で。会期の中でしょう、違うの。ここで結

論を出さないの。次回。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（黒川 武君） じゃあ前言訂正します。 

 これについては、我々もじっくりやっぱり調査研究する必要があるだろう

と思います。また、各会派におきましても、新しく議員になられた方に、過
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去の経緯についてもやはり先輩議員がきちっと説明をしていく、そういうこ

とも必要だろうということで、したがいまして、今定例会において結論を出

すのではなく、継続審査することを提案させていただきます。 

◎委員長（大野慎治君） お諮りします。 

 今、請願第11号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請

願書」について、継続審査の御提案がございました。 

 お諮りします。 

 継続審査にすることに御異議はございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認めます。 

 それでは請願第11号は継続審査とさせていただきます。 

 次に、陳情第21号「「国による妊産婦医療費助成制度創設」を求める自治

体意見書採択についての陳情書」、陳情第22号「福祉保育職場の大幅な増員

と賃金の引き上げの実現をめざし国に対し意見書提出を求める陳情」、陳情

第23号「国に対して「すべての子どもによりよい幼児教育・保育の無償化の

実現を求める意見書」の提出を求める陳情書」の３件について議題とします。 

 ３件とも陳述人はお越しになっていません。陳情の取り扱いはどのように

させていただきましょうか。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 聞きおくという御提案がございました。 

 それでは、３件とも聞きおくということで、御異議はございませんでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしということで、聞きおくということは、

各委員の皆さんで今後勉強していただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上で、当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。 

 なお、本日の委員会の委員長報告の文案につきましては、正・副委員長に

御一任願いたいと思いますが御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 継続審査事項について、議論したいので資料を配付してください。 

〔資料配付〕 

◎委員長（大野慎治君） 継続審査事項については、お手元に配付してあり

ますとおり、３月定例会の委員会代表質問に向けて、視察項目について再度
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協議を進めるため、継続審査事項と御提案させていただきますが、委員の皆

さん、御意見ありますでしょうか。 

◎委員（黒川 武君） 審査事項に追加をお願いしたいと思います。 

 先ほど、委員会におきましても、請願第11号を継続審査にするということ

でございますので、７号目を設けまして、請願第11号について。 

◎委員長（大野慎治君） 済みません、継続審査にしました請願第11号「介

護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」についての項目

を入れさせていただきたいと思いますので、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認めさせていただきます。 

 協議会の日程等は、また調整させていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上で、厚生・文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


